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(57)【要約】
【課題】被測定者が服用する薬の処方情報を簡易に読み
込み、繁雑な手入力を要することなく服薬の効果を分析
可能な電子血圧計を提供する。
【解決手段】電子血圧計（１）は、被測定者の血圧を測
定する血圧測定部（２０）と、計時部（１４）と、血圧
測定部による血圧の測定値を測定日と対応付けて記憶す
る記憶部（１５）と、被測定者が服用する薬の処方情報
が記録された識別コードを読み取る読取り部（１１）と
、読み取られた識別コードから薬の服用期間の情報を抽
出する抽出部（３２）と、服用期間の情報に基づき服用
期間内の測定値を分析する分析部（３７）と、測定値の
分析結果（１３Ｆ，１３Ｈ）を被測定者に報知する報知
部（１３）とを有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の血圧を測定する血圧測定部と、
　計時部と、
　前記血圧測定部による血圧の測定値を測定日と対応付けて記憶する記憶部と、
　被測定者が服用する薬の処方情報が記録された識別コードを読み取る読取り部と、
　読み取られた前記識別コードから前記薬の服用期間の情報を抽出する抽出部と、
　前記服用期間の情報に基づき前記服用期間内の前記測定値を分析する分析部と、
　前記測定値の分析結果を被測定者に報知する報知部と、
　を有することを特徴とする電子血圧計。
【請求項２】
　前記分析部は、前記服用期間内の前記測定値の平均値および最高値のうちの少なくとも
一方を算出し、
　前記報知部は、前記分析部が算出した値を報知する、請求項１に記載の電子血圧計。
【請求項３】
　前記抽出部は、前記識別コードから前記薬の種類を示す情報をさらに抽出し、
　前記分析部は、前記薬が降圧剤である場合に、前記降圧剤の処方後の測定値を予め定め
られたしきい値と比較し、
　前記報知部は、前記処方後の測定値が前記しきい値よりも低下していない場合に、前記
降圧剤の効果が不足している旨を報知する、請求項１または２に記載の電子血圧計。
【請求項４】
　前記服用期間の終了日までの残日数を計数する計数部をさらに有し、
　前記報知部は、前記分析結果に加えて、前記残日数を前記薬の残量日数として被測定者
に報知する、請求項１～３のいずれか一項に記載の電子血圧計。
【請求項５】
　前記抽出部は、前記識別コードから前記薬の服用時間帯の情報をさらに抽出し、
　前記計時部が示す現在時刻が前記服用時間帯に含まれるか否かを判定する判定部をさら
に有し、
　前記報知部は、前記分析結果の報知に加えて、現在時刻が前記服用時間帯に含まれると
判定された場合に、被測定者に前記薬の服用または血圧測定を促す情報を出力する、請求
項１～４のいずれか一項に記載の電子血圧計。
【請求項６】
　前記抽出部は、前記識別コードから前記薬の服用上の注意に関する情報をさらに抽出し
、
　前記報知部は、前記分析結果に加えて、前記服用上の注意の内容を被測定者に報知する
、請求項１～５のいずれか一項に記載の電子血圧計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子血圧計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧計を日常的に使用する人の中には高血圧の人が多く、降圧剤を日々服用している人
も多い。降圧剤を服用している人は、治療のために、家庭でも日々血圧測定を行うが、測
定や薬の服用自体を忘れることがある。このため、服用時間または測定時間を報知したり
、服用後の効果を確認できるように服用と血圧の測定値とを結び付けて記憶したりする血
圧計が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、担当医が指示した服用タイミングごとに、服用すべき薬を指
示し、また、服薬記録とともに血圧測定値を自動記憶、同時表示および入出力可能な血圧
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計測機能付き薬収納ケースが記載されている。特許文献２には、薬を服用した後の経過時
間を血圧測定結果とともに記録し、また、薬の服用後の測定時間に血圧の測定を促す警告
を出力する血圧計が記載されている。特許文献３には、予め記憶した服薬時間になると測
定者に対して服薬時間を知らせて服薬を促し、また、服薬の有無と血圧値と服薬時間を記
憶する電子血圧計が記載されている。
【０００４】
　また、薬の処方情報を記録するいわゆるお薬手帳が広く用いられているが、最近では、
このお薬手帳をスマートホンなどの携帯端末で利用できるように電子化した電子お薬手帳
が利用され始めている。例えば、特許文献４には、患者の医療情報・健康情報を出力する
出力装置と、出力装置から医療情報・健康情報を受け付けて医療情報・健康情報を閲覧・
管理する電子お薬手帳端末と、薬歴の管理を行う薬歴管理装置とを備える電子お薬手帳連
携システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１８１１３７号公報
【特許文献２】特開２００４－１０５３９７号公報
【特許文献３】特開２０１０－２１３７８５号公報
【特許文献４】特開２０１５－０７９４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　降圧剤などの薬を服用しており日々血圧を測定する人は、服薬の効果が得られているか
否かを確認するために、例えば、処方された薬の服用期間における血圧の平均値を算出す
るなどして、測定値を分析する必要がある。高血圧治療では医師が薬の種類を変えること
がよくあり、その際は、様子を見るために例えば処方量を１～３か月分から１～２週間分
に減らすというように、服用期間も変化する。このため、血圧計には、服用時間や測定時
間などを報知する機能に加えて、薬の服用期間に応じて測定値を分析できる機能があるこ
とが望ましい。しかしながら、これを実現するためには、薬の処方情報を血圧計に入力す
る必要があり、被測定者（使用者）がそうした入力操作を行うのは面倒である。このため
、処方情報を読み込みその情報を用いて服薬の効果を分析するなどの機能を有する血圧計
は、未だ実現されていない。
【０００７】
　そこで、本発明は、被測定者が服用する薬の処方情報を簡易に読み込み、繁雑な手入力
を要することなく服薬の効果を分析可能な電子血圧計を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　被測定者の血圧を測定する血圧測定部と、計時部と、血圧測定部による血圧の測定値を
測定日と対応付けて記憶する記憶部と、被測定者が服用する薬の処方情報が記録された識
別コードを読み取る読取り部と、読み取られた識別コードから薬の服用期間の情報を抽出
する抽出部と、服用期間の情報に基づき服用期間内の測定値を分析する分析部と、測定値
の分析結果を被測定者に報知する報知部とを有することを特徴とする電子血圧計が提供さ
れる。
【０００９】
　分析部は、服用期間内の測定値の平均値および最高値のうちの少なくとも一方を算出し
、報知部は、分析部が算出した値を報知することが好ましい。
【００１０】
　抽出部は、識別コードから薬の種類を示す情報をさらに抽出し、分析部は、薬が降圧剤
である場合に、降圧剤の処方後の測定値を予め定められたしきい値と比較し、報知部は、
処方後の測定値がしきい値よりも低下していない場合に、降圧剤の効果が不足している旨
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を報知することが好ましい。
【００１１】
　服用期間の終了日までの残日数を計数する計数部をさらに有し、報知部は、分析結果に
加えて、残日数を薬の残量日数として被測定者に報知することが好ましい。
【００１２】
　抽出部は、識別コードから薬の服用時間帯の情報をさらに抽出し、計時部が示す現在時
刻が服用時間帯に含まれるか否かを判定する判定部をさらに有し、報知部は、分析結果の
報知に加えて、現在時刻が服用時間帯に含まれると判定された場合に、被測定者に薬の服
用または血圧測定を促す情報を出力することが好ましい。
【００１３】
　抽出部は、識別コードから薬の服用上の注意に関する情報をさらに抽出し、報知部は、
分析結果に加えて、服用上の注意の内容を被測定者に報知することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　上記の電子血圧計によれば、被測定者が服用する薬の処方情報を簡易に読み込み、繁雑
な手入力を要することなく服薬の効果を分析することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】電子血圧計１の外観を示す模式図である。
【図２】電子血圧計１のブロック図である。
【図３】電子お薬手帳のデータ形式とデータ内容の例を示す図である。
【図４】表示部１３の表示画面の例を示す図である。
【図５】電子血圧計１のデータ読取り動作の例を示すフローチャートである。
【図６】電子血圧計１の通常動作の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して、電子血圧計について詳細に説明する。ただし、本発明は図面ま
たは以下に記載される実施形態には限定されないことを理解されたい。
【００１７】
　図１は、電子血圧計１の外観を示す模式図である。電子血圧計１は、本体部１０および
カフ５０を有する。
【００１８】
　電子血圧計１は、電子お薬手帳用の２次元コード（識別コード）の読取り機能が搭載さ
れた血圧計である。この２次元コードは、薬の処方情報が記録された識別コードの一例で
ある。具体的には、この２次元コードは、調剤時に調剤薬局が発行する電子お薬手帳用の
用紙に印刷されたＱＲコード（登録商標）であり、標準化されたデータ形式で薬の名称や
調剤日、分量、服用時間帯（朝、夕方など）、服用上の注意といった処方情報が記録され
たものである。電子血圧計１は、この２次元コードを読み取り、その中に含まれる処方情
報を抽出し、その処方情報に応じた自動ガイダンスや測定値の自動分析を行う。
【００１９】
　カフ５０は、本体部１０から送られる空気を溜める空気袋を内蔵する。この空気袋は、
空気管５１を介して本体部１０に接続されている。空気管５１は、本体部１０からカフ５
０に空気を送り込むための管である。カフ５０は、例えば、使用時に被測定者の上腕部に
巻き付けられ、カフ５０の表面に設けられた面ファスナにより上腕部に固定される。なお
、電子血圧計は、上腕部に限らず、例えば手首など、身体の他の部位に取り付けて使用す
るものであってもよい。
【００２０】
　図２は、電子血圧計１のブロック図である。本体部１０は、読取り部１１、操作部１２
、表示部１３、計時部１４、記憶部１５、血圧測定部２０および制御部３０を有する。
【００２１】
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　読取り部１１は、ＣＣＤセンサまたはＣＭＯＳセンサなどの固体撮像素子で構成される
カメラであり、例えば、本体部１０の前面と右側側面との間の角部に設けられた切込み型
の用紙挿入部１０Ａの内部に配置されている。読取り部１１は、用紙挿入部１０Ａに差し
込まれた電子お薬手帳用の用紙７０を撮影して、被測定者が服用する薬の処方情報が記録
された２次元コード７１を読み取る。
【００２２】
　操作部１２は、測定ボタン１２Ａ、選択ボタン１２Ｂ、読取ボタン１２Ｃ、使用者ボタ
ン１２Ｄおよび分析ボタン１２Ｅで構成され、本体部１０の正面に設けられている。測定
ボタン１２Ａは、血圧測定の開始／停止を指示するためのボタンである。選択ボタン１２
Ｂは、必要に応じて使用者が各種の項目を選択するために使用されるボタンであり、＋ボ
タンと－ボタンで構成される。読取ボタン１２Ｃは、電子お薬手帳用の２次元コードから
薬の処方情報を読み取るためのボタンである。使用者ボタン１２Ｄは、測定結果を記憶部
１５に記憶するときに、どの使用者についての測定結果なのかを選択したり、記憶部１５
内の過去の測定結果を読み出すときに、どの使用者の測定結果を読み出すのかを選択した
りするために使用される。分析ボタン１２Ｅは、例えば薬の服用期間内における血圧測定
値の平均値などを表示させるためのボタンである。
【００２３】
　表示部１３は、報知部の一例であり、例えば液晶表示パネル（ＬＣＤ）で構成される。
表示部１３は、測定中の血圧値や、最高血圧値および最低血圧値の測定結果、それらの平
均値などの分析結果、薬の服用および血圧測定に関する各種メッセージなどを表示する。
【００２４】
　なお、以下で説明する薬の服用および血圧測定に関する各種メッセージを被測定者に報
知する手段として、表示部１３に加えて、例えば音声出力手段や、外部へのデータ出力手
段などを設けてもよい。
【００２５】
　計時部１４は、例えば、水晶振動子によりクロック信号を生成するクロック部と、クロ
ック信号を分周して分周信号を生成する分周回路部と、分周信号から日時などの時刻情報
を生成する時刻生成部とを有する公知の時計回路で構成される。
【００２６】
　記憶部１５は、例えばＥＥＰ－ＲＯＭなどの不揮発性メモリであり、電子血圧計１の動
作に必要な情報を記憶する。例えば、記憶部１５は、登録された２人の使用者についての
血圧の測定値を、使用者ごとに、測定日と対応付けて記憶する。また、記憶部１５は、過
去に読取り部１１により読み取られた薬の処方情報を記憶し、一般に処方される複数の降
圧剤の名称などを集めた降圧剤名データベースも記憶する。
【００２７】
　血圧測定部２０は、加圧ポンプ２３、駆動回路２４、圧力センサ２５、圧力検知回路２
６、排気弁２７および駆動回路２８を有し、被測定者の血圧を測定する。加圧ポンプ２３
、圧力センサ２５および排気弁２７は、空気管５１を介してカフ５０に接続されている。
【００２８】
　加圧ポンプ２３は、カフ５０に空気を送り込むことにより、カフ５０の空気袋の内部を
加圧する。駆動回路２４は、制御部３０から与えられる制御信号に基づき、加圧ポンプ２
３を駆動する。
【００２９】
　圧力センサ２５は、カフ５０の空気袋内の圧力（カフ圧）を検知して圧力検知信号を生
成し、その圧力検知信号を圧力検知回路２６に出力する。圧力検知回路２６は、圧力セン
サ２５から取得した圧力検知信号を周波数信号に変換して制御部３０に出力する。カフ圧
は、この周波数の変化から算出される。
【００３０】
　排気弁２７は、例えば、血圧測定中にカフ５０内の空気を定速で徐々に排気するゴムス
ローリーク弁と、測定終了時または中止時にカフ５０内の空気を強制排気する電磁弁とに
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より構成される。駆動回路２８は、制御部３０から与えられる制御信号に基づき、排気弁
２７を開閉させる。
【００３１】
　制御部３０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどを含むマイクロコンピュータの制御回路と
して構成され、電子血圧計１の動作を制御する。制御部３０は、ＣＰＵにより実現される
機能ブロックとして、血圧測定制御部３１、薬情報抽出部３２、降圧剤特定部３３、残量
計数部３４、時刻判定部３５、注意メッセージ決定部３６および測定値分析部３７を有す
る。
【００３２】
　血圧測定制御部３１は、測定ボタン１２Ａを介して血圧測定の開始が指示されたときに
、まず、圧力センサ２５により検知される圧力が所定の加圧上限圧力になるまでカフ５０
を加圧するように、駆動回路２４を制御する。そして、血圧測定制御部３１は、加圧ポン
プ２３によりカフ圧が加圧上限圧力になるまで加圧された後に、排気弁２７の開閉を制御
するための制御信号を駆動回路２８に与えて、排気弁２７によりカフ５０を徐々に減圧さ
せる。このとき、血圧測定制御部３１は、圧力検知回路２６が生成した周波数信号の周波
数の変化から検知される各脈波の開始圧力値やその測定時間などのデータに基づき、例え
ばオシロメトリック方式を利用して被測定者の最高血圧値、最低血圧値を測定するととも
に、脈拍を算出する。また、血圧測定制御部３１は、測定結果の最高血圧値および最低血
圧値を、薬の服用期間であることを示す情報と対応付けて記憶部１５に記憶させる。
【００３３】
　薬情報抽出部３２は、抽出部の一例であり、読取り部１１により読み取られた電子お薬
手帳用の２次元コードから、被測定者が服用する薬の処方情報を抽出する。そのために、
薬情報抽出部３２は、まず、読取り部１１により撮影された画像データから２次元コード
の部分を切り出し、その部分の画像に対して２値化変換を行い、２次元コード（ＱＲコー
ド(登録商標)）の輪郭を検知し、その４隅に設けられているマークから向きを判定し、公
知のＱＲコード(登録商標)の復号方法に従って画像データをテキストデータに変換する。
【００３４】
　図３（Ａ）および図３（Ｂ）は、それぞれ電子お薬手帳のデータ形式とデータ内容の例
を示す図である。図３（Ａ）は、標準化された電子お薬手帳のデータ形式の一例として、
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会による「ＪＡＨＩＳ電子版お薬手帳データ
フォーマット仕様書Ｖｅｒ．２．０」で規定されている仕様の一部を示す。図３（Ｂ）は
、図３（Ａ）に示す仕様に従って記録されている電子お薬手帳のデータ内容の例を示す。
図３（Ａ）に示すように、電子お薬手帳用の２次元コードには、項目「１」から「４０１
」までのデータが記録されている。
【００３５】
　薬情報抽出部３２は、このうちで、特に図３（Ｂ）に符号６０で示した項目「２０１」
から「４０１」までのデータを、処方情報として抽出する。具体的には、薬情報抽出部３
２は、項目「２０１」の「薬品レコード」から「薬品名称」の文字列（薬の種類を示す情
報）を、項目「３０１」の「用法レコード」から「用法名称」、「調剤数量」および「調
剤単位」の文字列（朝服用または夕方服用、何錠、何日分などを示す情報）を、それぞれ
抽出する。また、薬情報抽出部３２は、項目「２９１」の「薬品服用注意レコード」、項
目「３９１」の「処方服用注意レコード」および項目「４０１」の「服用注意レコード」
から、それぞれ薬品服用注意、処方服用注意および服用注意の文字列を抽出する。さらに
、薬情報抽出部３２は、項目「１」の「患者情報レコード」から「患者氏名」の文字列を
、項目「５」の「調剤等年月日レコード」から「調剤等年月日」の文字列を、それぞれ抽
出してもよい。
【００３６】
　こうして、薬情報抽出部３２は、電子お薬手帳用の２次元コードから、被測定者の氏名
、薬の名称、調剤日、服用期間（何錠、何日分）、服用時間帯、服用上の注意などの文字
列情報を抽出する。薬情報抽出部３２は、抽出した文字列情報を記憶部１５に記憶させる
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。これにより、被測定者が服用する薬の処方情報が電子血圧計１に読み込まれる。
【００３７】
　降圧剤特定部３３は、薬情報抽出部３２により抽出された「薬品名称」の文字列が記憶
部１５内の降圧剤名データベースの中にあるか否かを判定する。薬品名称が降圧剤名デー
タベースの中にない場合には、降圧剤特定部３３は、読み取られた処方情報は降圧剤のも
のではない旨の警告メッセージを表示部１３に表示させる。薬品名称が降圧剤名データベ
ースの中にある場合には、降圧剤特定部３３は、記憶部１５に記憶されている前回の処方
情報を参照して、新たに読み取られた薬品名称が前回のものと一致するか否かを判定する
。薬品名称が前回のものと一致しないと判定した場合には、降圧剤特定部３３は、使用者
に注意を喚起するために、降圧剤が変更されたことを示す薬変更マークを表示部１３に表
示させる。
【００３８】
　残量計数部３４は、計数部の一例であり、薬情報抽出部３２により抽出された処方情報
に基づき服用期間の終了日までの残日数を計数し、その残日数を、薬の残量日数として、
毎日カウントダウンされるように表示部１３に表示させる。
【００３９】
　通常、降圧剤は、掛かり付け医師の診療日におおよそ２週間分～３か月分が処方される
。降圧剤のなくなる日が次の診療日であり、次の薬受給日でもある。しかしながら、毎日
降圧剤の服用を続けていると、特に他の薬も服用している場合には、薬の残量と次の診察
日を正確に把握し切れなくなることがある。そうすると、次の薬受給日をうっかり忘れて
しまったり、次の薬受給日が勤務日と重なったりして、薬を切らしてしまい、服用が途切
れてしまうことがある。降圧剤を服用している人は、一時的にでも服用が途切れると、リ
バウンドにより血圧が急上昇し、脳卒中などを誘発し得る大変危険な状況となる。残量計
数部３４は、このようなリスクに対する機能として、血圧測定時に被測定者に次の薬受給
日を把握させるために、降圧剤の残量日数を「あと○○日分」というように表示部１３に
表示させる。
【００４０】
　時刻判定部３５は、判定部の一例であり、計時部１４が示す現在時刻が服用時間帯に含
まれるか否かを判定する。例えば、時刻判定部３５は、薬情報抽出部３２により抽出され
た「用法名称」の文字列が「分１　朝食後服用」の場合には午前４時～午前１１時の間が
、「分１　夕食後服用」の場合には午後４時～午後１１時の間が、「分２　朝夕食後服用
」の場合には午前４時～午前１１時の間と午後４時～午後１１時の間が、服用時間帯に含
まれると判定する。時刻判定部３５は、現在時刻が服用時間帯に含まれると判定した場合
に、薬の服用または血圧測定を促す情報として、測定時刻マークを表示部１３に表示させ
る。なお、降圧剤を服用している人にとっては、その日の服用直前に血圧を測定すること
が原則なので、薬の服用を促すことと血圧測定を促すことはほとんど同じ意味になる。
【００４１】
　注意メッセージ決定部３６は、薬情報抽出部３２により抽出された処方情報に含まれる
服用上の注意の内容に応じた注意メッセージを、表示部１３に表示させる。例えば、注意
メッセージ決定部３６は、薬情報抽出部３２により抽出された薬品服用注意、処方服用注
意および服用注意の文字列の内容をそのまま表示させたり、それらの内容に応じたアイコ
ンなどを表示させたりする。降圧剤を服用している人にとっては、降圧剤に関する注意が
血圧計に表示されると、服用直前にその注意事項を自覚し易いため便利である。
【００４２】
　測定値分析部３７は、分析部の一例であり、薬情報抽出部３２により抽出された処方情
報に含まれる服用期間の情報に基づき、服用期間内の測定値を分析する。そのために、例
えば、測定値分析部３７は、「用法名称」、「調剤数量」および「調剤単位」の文字列（
朝服用または夕方服用、何錠、何日分などを示す情報）から決まる服用期間内の測定値と
して記憶部１５に記憶されている最高血圧値および最低血圧値を読み出す。そして、測定
値分析部３７は、それらの測定値から、最高血圧値の平均値、最低血圧値の平均値および
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最高血圧値のピーク値のうちの少なくともいずれかを算出し、算出した値を表示部１３に
表示させる。
【００４３】
　例えば治療中に降圧剤の種類が変わると、処方期間も例えば１～３か月から１～２週間
などに変化することがある。その際、例えば変更後の降圧剤の効果を確認するために、新
たな処方期間（服用期間）の血圧の平均値またはピーク値などが求められる。測定値分析
部３７は、このような要求に対する機能として、３か月や２週間といった薬の処方ごとに
変わり得る服用期間に応じて、その服用期間内の測定値の平均値などを自動で算出する。
【００４４】
　なお、記憶部１５は、複数人（例えば２人）の測定値を使用者ごとに分けて記憶可能で
あるが、使用者の氏名を併せて記憶してもよい。この場合、測定値分析部３７は、例えば
、薬情報抽出部３２により抽出された「患者氏名」と氏名が一致する使用者の測定値につ
いて、服用期間内の最高血圧値の平均値、最低血圧値の平均値および最高血圧値のピーク
値を算出してもよい。
【００４５】
　また、測定値分析部３７は、降圧剤の名称（種類）が前回処方されたものから変更され
たと降圧剤特定部３３が判定した場合に、新たな降圧剤の処方後に測定された最高血圧値
を、高血圧区分の下限のしきい値である１４０ｍｍＨｇと比較する。例えば、測定値分析
部３７は、新たな降圧剤の服用期間の初日から規定日数（例えば５日間）に渡って、血圧
測定部２０により測定された最高血圧値（処方後の測定値）が上記のしきい値以上である
か否かを判定する。調剤日から規定日数の期間内で最高血圧値がしきい値以上である状態
が継続している場合には、降圧剤が変更されたにも関わらず測定値に改善が見られないの
で、被測定者に注意を促すために、測定値分析部３７は、降圧剤の効果が不足している旨
を示す降圧不足マークを表示部１３に表示させる。
【００４６】
　あるいは、測定値分析部３７は、降圧剤が変更された場合に、新たな降圧剤の処方後に
測定された最高血圧値を、前回の降圧剤の服用期間における最高血圧値の平均値（新たな
降圧剤の処方前の測定値）と比較してもよい。この場合、測定値分析部３７は、例えば、
新たな降圧剤の服用期間の初日から規定日数（例えば５日間）に渡って、血圧測定部２０
により測定された最高血圧値（処方後の測定値）が、薬情報抽出部３２により抽出された
「調剤等年月日」の直前の服用期間における最高血圧値の平均値以上であるか否かを判定
する。調剤日から規定日数の期間内で最高血圧値が直前の服用期間における平均値以上で
ある状態が継続している場合には、測定値分析部３７は、同様に、降圧剤の効果が不足し
ている旨を表示部１３に表示させる。
【００４７】
　図４（Ａ）～図４（Ｄ）は、表示部１３の表示画面の例を示す図である。表示画面の中
央には計時部１４が示す現在時刻１３Ａが表示され、各表示画面の右上部には血圧測定部
２０による最高血圧値、最低血圧値および脈拍値の測定結果１３Ｂが表示される。
【００４８】
　降圧剤が変更されたと降圧剤特定部３３が判定した場合には、各表示画面の左上に、薬
変更マーク１３Ｃが表示される。また、各表示画面の左側には、注意メッセージ決定部３
６により決定された服用上の注意に関するメッセージ１３Ｄが表示される。図示した例で
は、薬情報抽出部３２が抽出した「薬品服用注意レコード」の内容が、降圧剤をグレープ
フルーツジュースと一緒に服用すると効き目が強くなることがあるというものであるとす
る。メッセージ１３Ｄは、この内容に対応する「注意　グレープフルーツ」である。
【００４９】
　また、現在時刻が服用時間帯に含まれると時刻判定部３５が判定した場合には、図４（
Ａ）に示すように、表示画面の左側に測定時刻マーク１３Ｅが表示される。また、調剤日
から規定日数の期間内で高血圧の状態が継続していると測定値分析部３７が判定した場合
には、図４（Ｂ）に示すように、表示画面の左下に降圧不足マーク１３Ｆが表示される。
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【００５０】
　また、表示画面の下部には、残量計数部３４が計数する薬の残量日数１３Ｇが表示され
る。残量日数１３Ｇは毎日カウントダウンされ、図４（Ａ）～図４（Ｄ）は、それぞれ残
りが６０日、５９日、７日および０日であることが示されている。薬の残量日数が残り１
週間分以下になったときには、図４（Ｃ）および図４（Ｄ）に示すように、使用者に薬受
給日が近いことを知らせるために、残量日数１３Ｇを点滅表示させてもよい。あるいは、
さらに「降圧剤がなくなります」とのメッセージを表示させてもよい。
【００５１】
　また、残量日数が０日または規定の日数以下になり、かつ使用者により分析ボタン１２
Ｅが操作されたときには、図４（Ｄ）に示すように、測定値分析部３７による服用期間内
の最高血圧値の平均値、最低血圧値の平均値および最高血圧値のピーク値の算出結果１３
Ｈが表示される。
【００５２】
　図５は、電子血圧計１のデータ読取り動作の例を示すフローチャートである。図５と図
６に示す動作フローは、制御部３０のＲＯＭに予め記録されているプログラムに従って、
制御部３０のＣＰＵにより実行される。使用者が電子お薬手帳用の用紙を用紙挿入部１０
Ａに差し込んで読取ボタン１２Ｃを操作すると、図５のフローが開始する。
【００５３】
　薬情報抽出部３２は、差し込まれた用紙の２次元コードを、読取り部１１に読み取らせ
て画像データ化させる（Ｓ１１）。そして、薬情報抽出部３２は、Ｓ１１で得られた画像
データから２次元コードの部分を切り出し、その部分の画像に対して２値化変換、輪郭検
知および向き判定を行う（Ｓ１２）。さらに、薬情報抽出部３２は、公知のＱＲコード(
登録商標)の復号方法に従って、Ｓ１２で得られた画像データをテキストデータに変換す
る（Ｓ１３）。続いて、薬情報抽出部３２は、Ｓ１３で変換されたテキストデータの項目
「２０１」の「薬品レコード」から「薬品名称」の文字列を抽出して、記憶部１５に記憶
させる（Ｓ１４）。
【００５４】
　降圧剤特定部３３は、Ｓ１４で抽出された文字列が記憶部１５内の降圧剤名データベー
スの中にあるか否かを判定する（Ｓ１５）。薬品名称が降圧剤名データベースの中にない
場合（Ｓ１５でＮｏ）には、降圧剤特定部３３は、「降圧剤ではありません」とのメッセ
ージを表示部１３に表示させる（Ｓ１６）。この場合、データ読取り動作のフローはＳ１
６で終了する。
【００５５】
　一方、薬品名称が降圧剤名データベースの中にある場合（Ｓ１５でＹｅｓ）には、降圧
剤特定部３３は、記憶部１５に記憶されている前回の処方情報を参照して、Ｓ１４で抽出
された薬品名称が前回のものと一致するか否かを判定する（Ｓ１７）。薬品名称が前回の
ものと一致しないと判定された場合（Ｓ１７でＮｏ）には、降圧剤特定部３３は、薬変更
マークを表示部１３に表示させ、薬変更フラグをオンにする（Ｓ１８）。一方、薬品名称
が前回のものと一致すると判定された場合（Ｓ１７でＹｅｓ）または記憶部１５に前回の
処方情報が記憶されていない場合には、降圧剤特定部３３は、薬変更フラグをオフにする
（Ｓ１９）。Ｓ１８，１９の後で、処理はＳ２０に進む。
【００５６】
　また、薬情報抽出部３２は、Ｓ１３で変換されたテキストデータの項目「３０１」の「
用法レコード」から「調剤数量」および「調剤単位」の文字列を抽出し（Ｓ１９）、処方
された薬が何日分なのかを判定して、その値を、残量日数を示す変数Ｄｍａｘとして記憶
部１５に記憶させる（Ｓ２１）。さらに、薬情報抽出部３２は、同じ「用法レコード」か
ら「用法名称」の文字列（「分１　朝食後服用」、「分１　夕食後服用」または「分２　
朝夕食後服用」）を抽出し、その内容を記憶部１５に記憶させる（Ｓ２２）。さらに、薬
情報抽出部３２は、Ｓ１３で変換されたテキストデータの項目「２９１」の「薬品服用注
意レコード」、項目「３９１」の「処方服用注意レコード」および項目「４０１」の「服
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用注意レコード」から、それぞれ薬品服用注意、処方服用注意および服用注意の文字列を
抽出し、記憶部１５に記憶させる（Ｓ２３）。以上で、データ読取り動作は終了する。
【００５７】
　図６は、電子血圧計１の通常動作の例を示すフローチャートである。制御部３０は、電
源が投入され、血圧測定動作も図５のデータ読取り動作も行っていないときに、分析ボタ
ン１２Ｅが操作されたか否かを常時監視する（Ｓ３１）。分析ボタン１２Ｅが操作された
ときには、測定値分析部３７は、変数Ｄｍａｘの値と対応付けて記憶部１５に記憶されて
いる測定値、すなわち、調剤日以後の服用期間内の最高血圧値および最低血圧値を読み出
す（Ｓ３１１）。そして、測定値分析部３７は、Ｓ３１１で読み出された測定値から、最
高血圧値の平均値、最低血圧値の平均値、および最高血圧値のピーク値を算出し（Ｓ３１
２）、算出した各平均値およびピーク値を表示部１３に表示させる（Ｓ３１３）。測定値
分析部３７は、再度分析ボタン１２Ｅが操作されたときに各平均値とピーク値の表示を消
し（Ｓ３１４）、その後、処理はＳ３１に戻る。
【００５８】
　また、制御部３０は、測定ボタン１２Ａが操作されたか否かを常時監視する（Ｓ３２）
。測定ボタン１２Ａが操作されたときには、血圧測定制御部３１は、被測定者の血圧を測
定する（Ｓ３２１）。そして、血圧測定制御部３１は、測定結果の最高血圧値および最低
血圧値を表示部１３に表示させ（Ｓ３２２）、それらの値を現在の変数Ｄｍａｘの値と対
応付けて記憶部１５に記憶させる（Ｓ３２３）。
【００５９】
　続いて、薬変更フラグがオンになっている場合には、測定値分析部３７は、調剤日直後
の５日間を対象に（すなわち、変数Ｄｍａｘの初期値が対応付けられている測定値から「
（変数Ｄｍａｘの初期値）－５」が対応付けられている測定値まで）、最高血圧値が１４
０ｍｍＨｇ以上であるか否かを判定する（Ｓ３２４）。Ｓ３２４で１４０ｍｍＨｇ以上と
判定された場合（Ｓ３２４でＹｅｓ）には、測定値分析部３７は、降圧不足マークを表示
部１３に表示させ（Ｓ３２５）、処理はＳ３２に戻る。Ｓ３２４で１４０ｍｍＨｇ未満と
判定された場合（Ｓ３２４でＮｏ）には、降圧不足マークを表示させずに処理はＳ３２に
戻る。
【００６０】
　次に、残量計数部３４は、計時部１４が午前０時を示すたびに変数Ｄｍａｘの値を１だ
け減算し（Ｓ３３）、表示部１３の残量日数の表示を変数Ｄｍａｘの現在値に応じて更新
させる（Ｓ３４）。そして、残量計数部３４は、変数Ｄｍａｘが８未満（すなわち、残量
日数が８日未満）であるか否かを判定する（Ｓ３５）。変数Ｄｍａｘが８未満である場合
（Ｓ３５でＹｅｓ）には、残量計数部３４は、「降圧剤がなくなります」とのメッセージ
を表示部１３に表示させ（Ｓ３６）、処理はＳ３７に進む。変数Ｄｍａｘが８以上である
場合（Ｓ３５でＮｏ）には、処理はそのままＳ３７に進む。
【００６１】
　次に、時刻判定部３５は、記憶部１５に記憶されている「用法名称」の内容（「分１　
朝食後服用」、「分１　夕食後服用」または「分２　朝夕食後服用」）に応じた服用時間
帯に、計時部１４が示す現在時刻が含まれるか否かを判定する（Ｓ３７）。現在時刻が服
用時間帯に含まれると判定された場合（Ｓ３７でＹｅｓ）には、時刻判定部３５は、測定
時刻マークを表示部１３に表示させ（Ｓ３８）、処理はＳ３９に進む。現在時刻が服用時
間帯に含まれないと判定された場合（Ｓ３７でＮｏ）には、処理はそのままＳ３９に進む
。
【００６２】
　続いて、注意メッセージ決定部３６は、記憶部１５に記憶されている薬品服用注意の文
字列、処方服用注意の文字列、および服用注意の文字列の内容に応じた注意メッセージを
表示部１３に表示させる（Ｓ３９）。その後、処理はＳ３１に戻り、以上説明した各ステ
ップが繰り返される。
【００６３】
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　以上説明したように、電子血圧計１は、電子お薬手帳用の２次元コードが印刷された用
紙を読み込んで処方情報を自動で抽出するので、処方情報を簡単に読み込むことができる
。これにより、電子血圧計１では、使用者に繁雑な手入力を要することなく、薬の処方情
報に応じて血圧測定値の分析や血圧測定の管理を行うことが可能になる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　電子血圧計
　１０　　本体部
　１１　　読取り部
　１２　　操作部
　１３　　表示部
　１４　　計時部
　１５　　記憶部
　２０　　血圧測定部
　３０　　制御部
　３１　　血圧測定制御部
　３２　　薬情報抽出部
　３３　　降圧剤特定部
　３４　　残量計数部
　３５　　時刻判定部
　３６　　注意メッセージ決定部
　３７　　測定値分析部
　５０　　カフ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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